
開催日時

公益を代表する委員 出席３人 定数３人

労働者を代表する委員 出席３人 定数３人

使用者を代表する委員 出席３人 定数３人

議事要旨
　
　
１　神奈川県最低賃金について、公益委員が労使双方から意見聴取（個別折衝）を行
　った。
  (1) 労働者側の主張
      物価高に対応する引き上げが必要であるので、4.0％、43円の引き上げが必要。
      目安額どおりの引上げには、物価高を下回る理由（根拠）が必要。
　
  (2) 使用者側の主張
　  　影響率や賃金改定状況調査からも見ても、神奈川においては、2.4％、26円の
　　引き上げが妥当と考えるが、全国の社会状況を考慮することも必要と考えている。
　
２　労使の意見の一致には至らなかったため、公益委員の見解が示された。

　　公益委員見解
　　　　　時間額　　　　　１，１１２円
　　　　　引上げ額　　　　　　　４１円
　　　　　発行日　　令和５年１０月１日

３　明日の第４回専門部会において、再度合意形成に努めることとなった。
　

神奈川地方最低賃金審議会

令和５年度第３回神奈川県最低賃金専門部会議事要旨

令和５年８月３日（木）　9：57～12:08

出席状況

主要議題
１　神奈川県最低賃金の改正決定について
２　その他


